
申告や税などに
　関する情報
　　あれこれ

　
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
確
定
申
告
に
関
す

る
質
問
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
回
答

を
紹
介
し
ま
す
。

質
問　

生
命
保
険
が
満
期
に
な
っ

た
と
き
の
申
告
は
？

　
平
成
26
年
中
に
養
老
保
険
が
満

期
に
な
り
ま
し
た
。
申
告
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
か
。

答
え　

必
要
で
す

　
生
命
保
険
や
損
害
保
険
の
満
期

保
険
金
、
解
約
保
険
金
も
「
一
時

所
得
」
に
該
当
し
ま
す
。
一
時
所

得
と
し
て
課
税
対
象
と
な
る
金
額

は
、（
受
け
取
っ
た
保
険
金

－

掛

け
金

－

50
万
円
）
÷
２
で
求
め
た

金
額
で
す
。
申
告
の
時
に
加
入
し

て
い
た
保
険
会
社
な
ど
か
ら
の

「
支
払
い
の
お
知
ら
せ
」
な
ど
の

書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、差
引
額
が
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
、

申
告
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

質
問　

個
人
年
金
の
申
告
は
？

　
平
成
26
年
中
に
生
命
保
険
契
約

に
基
づ
く
年
金
の
受
け
取
り
が
あ

り
ま
し
た
。
申
告
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
か
。

答
え　

必
要
で
す

　
生
命
保
険
契
約
や
損
害
保
険
契

約
な
ど
に
基
づ
く
年
金
は
、「
雑

超
え
る
額
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
申
告
し
た
医
療
費
控
除
は

支
払
っ
た
医
療
費
が
還
付
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
所
得
控
除
と
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
所
得
税
が
源

泉
徴
収
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
還

付
さ
れ
る
金
額
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市
県
民
税
が
課
税
さ
れ
る
場
合
に

は
、
市
県
民
税
の
税
額
が
減
額
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種

　
な
ど
疾
病
の
治
療
以
外
に
か
か

　
っ
た
費
用
は
対
象
に
な
り
ま
せ

　
ん
。
ま
た
、
高
額
療
養
費
や
保

　
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
金

　
額
は
差
し
引
い
て
く
だ
さ
い
。

質
問　

国
民
健
康
保
険
税
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
は
控
除
対
象
？

　
国
民
健
康
保
険
税
を
支
払
っ
て

い
ま
す
が
、
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
に
な
り
ま
す
か
。

　
ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
を
支
払
っ
た
場
合
は
対
象
に
な

り
ま
す
か
。

答
え　

ど
ち
ら
も
対
象
に
な
り
ま
す

　
平
成
26
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

26
年
12
月
31
日
ま
で
に
、
申
告
者

本
人
が
支
払
っ
た
国
民
健
康
保
険

税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
全
額
が
控
除
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
な
お
、
年
金
か
ら
差
し
引
か

れ
た
場
合
は
年
金
受
給
者
の
控
除

と
な
り
ま
す
が
、
年
金
か
ら
差
し

引
か
れ
た
場
合
以
外
は
、
申
告
を

し
な
け
れ
ば
控
除
を
受
け
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

質
問　

障
害
者
手
帳
で
の
控
除
は
？

　
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
ま
す

が
、控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
か
。

　
ま
た
、
扶
養
親
族
が
障
害
者
で

あ
る
場
合
に
は
、
障
害
者
控
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
か
。

答
え　

ど
ち
ら
も
対
象
に
な
り
ま
す

　

障
害
者
控
除
の
対
象
に
な
り

ま
す
。
年
末
調
整
の
際
に
勤
務

先
へ
申
請
し
て
い
な
か
っ
た
人
、

ま
た
年
金
受
給
者
な
ど
で
障
害

者
控
除
を
受
け
て
い
な
い
人
は
、

申
告
の
時
に
手
帳
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

　

税
務
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
１
４

 

事
業
主
の
皆
さ
ん
、
個
人
住
民
税

 

は
特
別
徴
収
で
納
め
ま
し
ょ
う

 

確
定
申
告
Ｑ
＆
Ａ

所
得
」
に
該
当
し
ま
す
。
申
告
の

時
に
加
入
し
て
い
た
保
険
会
社
か

ら
の
「
支
払
い
の
お
知
ら
せ
」
な

ど
の
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

質
問　

医
療
費
控
除
の
申
告
は
？

　
平
成
26
年
中
に
支
払
っ
た
医
療

費
が
10
万
円
以
下
で
し
た
が
、
医

療
費
控
除
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
か
。

答
え　

所
得
金
額
に
よ
っ
て
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
医
療
費
控
除
額
は
支
払
っ
た
医

療
費
の
領
収
書
の
総
額
が
、
10
万

円
ま
た
は
総
所
得
金
額
等
の
５
％

の
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
金
額
を

問
 

復
興
特
別
所
得
税
の
記
載
漏
れ
に

 

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
同
一
の
課
税
期
間
内
に
複
数
の

消
費
税
率
が
混
在
し
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
平
成
26
年
３
月
31
日
ま
で
に
行

　
わ
れ
た
取
引
は
、税
率
５
％（
地

　
方
消
費
税
を
含
む
）

・
平
成
26
年
４
月
１
日
以
後
に
行

　
わ
れ
た
取
引
は
、税
率
８
％（
地

　
方
消
費
税
を
含
む
）

　
帳
簿
な
ど
に
お
い
て
、
課
税
取

引
を
取
引
時
期
別
（
ま
た
は
適
用

税
率
ご
と
）
に
区
分
し
て
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

※
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
を
含
む

　
消
費
税
法
の
改
正
内
容
に
つ
い

　
て
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
の
「
消
費
税
法
改
正
の
お
知
ら

　
せ
（
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改

　
革
関
係
）」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

・
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w

w
.nta.go.jp/

 

消
費
税
率
の
変
更
に

 

ご
注
意
く
だ
さ
い

 

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
の

 

障
害
者
控
除

　
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人

は
、
そ
の
認
定
状
況
に
よ
り
、
所

得
税
・
市
県
民
税
の
障
害
者
控
除

を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

▽
認
定
基
準
日

　
平
成
26
年
12
月
31
日

▽
申
請
方
法

 

国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
申
告

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
世
帯
や
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

　
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
交

付
申
請
書
は
福
祉
課
、
市
民
課
総

合
窓
口
、
牛
窓
支
所
、
裳
掛
出
張

所
に
あ
り
ま
す
。
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
、
押
印
の
上
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の

　
交
付
に
は
約
10
日
掛
か
り
ま
す
。

※
平
成
26
年
12
月
31
日
の
時
点
で

　
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る
人

　
は
、
手
帳
に
よ
り
障
害
者
控
除

　
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

福
祉
課
、
市
民
課
総
合
窓
口
、

牛
窓
支
所
、
裳
掛
出
張
所

　

福
祉
課

☎
０
８
６
９-

２
６-

５
９
４
３

　
平
成
25
年
分
か
ら
平
成
49
年
分

ま
で
、
復
興
特
別
所
得
税
（
原
則

と
し
て
各
年
分
の
所
得
税
額
の

２・
１
％
）
を
所
得
税
と
併
せ
て

申
告
・
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
確
定
申
告
書
の
作
成
に
当
た
っ

て
は
、
復
興
特
別
所
得
税
額
欄
の

記
載
漏
れ
が
な
い
よ
う
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
を
利
用
す
れ
ば
、
画
面
の

案
内
に
従
っ
て
金
額
な
ど
を
入
力

す
る
こ
と
に
よ
り
、
税
額
な
ど
が

自
動
的
に
計
算
さ
れ
、
計
算
誤
り

の
な
い
申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

※
還
付
申
告
を
含
め
、
申
告
す
る
全

　

て
の
人
に
つ
い
て
「
復
興
特
別
所

　
得
税
額
」
欄
の
記
載
が
必
要
で
す
。

・
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w

w
.nta.go.jp/

　
個
人
住
民
税
（
個
人
市
民
税
と

個
人
県
民
税
）の
特
別
徴
収
と
は
、

所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
様
に
、

事
業
主
が
毎
月
の
給
与
を
従
業
員

に
支
払
う
際
に
、
個
人
住
民
税
を

給
与
か
ら
天
引
き
し
て
、
従
業
員

の
住
所
地
の
市
町
村
へ
ま
と
め
て

納
入
す
る
制
度
で
す
。

　
事
業
主
が
、
給
与
支
払
報
告
書

を
毎
年
１
月
末
ま
で
に
従
業
員
の

住
所
地
の
市
町
村
へ
提
出
す
る

と
、
５
月
末
ま
で
に
特
別
徴
収

税
額
通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
通
知
の
あ
っ
た
税
額
を
毎
月

従
業
員
の
給
与
か
ら
天
引
き
し
、

市
町
村
へ
納
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
が
あ

る
事
業
主
に
は
、
個
人
住
民
税
を

特
別
徴
収
す
る
義
務
が
あ
り
ま

す
。
事
業
主
や
従
業
員
の
意
思
で

特
別
徴
収
す
る
か
ど
う
か
を
選
択

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
現
在
、
従
業
員
か
ら
個
人
住
民

税
の
特
別
徴
収
を
し
て
い
な
い
事

業
主
は
、
従
業
員
の
住
所
地
の
市

町
村
へ
必
要
な
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
岡
山
県
で
は
、
平
成
28
年
６
月

か
ら
、
市
町
村
か
ら
送
付
さ
れ
る

納
税
通
知
書
で
納
税
し
て
い
る
従

業
員
に
つ
い
て
、
給
与
天
引
き
で

の
納
税
を
徹
底
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

税
務
課

☎
０
８
６
９-
２
２-

１
１
１
４

険
被
保
険
者
（
75
歳
以
上
の
人
）

か
介
護
保
険
第
１
号
被
保
険
者

（
65
歳
以
上
の
人
）
が
い
る
世
帯

の
人
は
、
国
民
健
康
保
険
税
や
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保

険
料
算
定
の
た
め
、
所
得
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
所
得

が
一
定
水
準
に
満
た
な
い
場
合

に
は
、
軽
減
措
置
が
受
け
ら
れ

ま
す
が
、
未
申
告
の
人
が
い
た

場
合
に
は
、
所
得
が
把
握
で
き

な
い
た
め
、
軽
減
が
受
け
ら
れ

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

税
務
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
１
４

問

問

申問

広報 せとうち No.123       45   　  2015.    2


